
 
 

 

 

 

 

令和７酒造年度全国新酒鑑評会開催要領 

 

 

 

 
出品申込期限 

（出品酒調査表の提出期限） 
令和８年３月25日（水） 

出品料の払込期限 令和８年３月25日（水） 

出品酒の搬入期間 

令和８年３月26日（木）から 

令和８年４月１日（水） 

正午まで（必着） 
※ 昨年度出品していない製造場で出品を希望される場合は、令和８年３月３日（火）

までにお申込みください。（詳細は２ページ（注１、２）に記載しています。） 

※ 出品申込手続は web サイトから行ってください。方法は研究所ホームページ

（https://www.nrib.go.jp/）の「全国新酒鑑評会出品酒申込手引書」を御参照くださ

い。 

 

独立行政法人酒類総合研究所 

日 本 酒 造 組 合 中 央 会  

 

【注意事項】 

１ 出品に当たっては、この開催要領をよくお読みいただき、手続に 

誤りのないよう御注意ください。 

２ 出品申込・搬入等については、期限を厳守してください。 
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令和７酒造年度全国新酒鑑評会開催要領 
 

 

令和７酒造年度全国新酒鑑評会（以下「鑑評会」といいます。）は、独立行政法人酒類

総合研究所（以下「研究所」といいます。）と日本酒造組合中央会（以下「中央会」とい

います。）が共催します。 

 

１ 目的及び概要 

⑴ 目的 

令和７酒造年度に製造された清酒を全国的に調査研究することにより、製造技術

と酒質の現状及び動向を明らかにし、もって清酒の品質及び製造技術の向上に資す

るとともに、国民の清酒に対する認識を高めることを目的とします。 

 

⑵ 概要 

鑑評会へ出品された清酒（以下「出品酒」といいます。）については成分分析及び

官能審査を実施し、これらの結果を出品者にフィードバックします。更に、審査の

結果、特に優秀と認められた出品酒の出品者に対し、研究所理事長及び中央会会長

の連名により賞状（日本語及び英語）を授与します。 
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２ 日程・開催場所等 

⑴ 日程 

出品申込みから製造技術研究会までの日程は、次のとおりです。 

期日等 内  容 

令和８年２月下旬 

昨年度出品している製造場に開催要領及び関

係書類を送付 

web サイトの出品申込受付開始 

 

令和８年３月３日（火） 
昨年度出品していない製造場の出品申込連絡

期限（注１、２） 

令和８年３月13日（金） 
紙の出品酒調査表等の送付を希望する場合の連

絡期限（注２） 

令和８年３月25日（水）必着 

（web サイト受付は25日23時59分まで） 

出品申込期限（出品酒調査表等の提出期限） 

出品料の払込期限 

令和８年３月26日（木）から 

令和８年４月１日（水） 

正午まで（必着） 

審査及び製造技術研究会用出品酒（計 10 本）

の搬入期間 

令和８年４月21日（火）から 

令和８年４月23日（木）まで 
予審 

令和８年５月12日（火）から 

令和８年５月13日（水）まで 
決審 

令和８年５月27日（水）から 

令和８年５月28日（木）まで 
製造技術研究会 

(注１) 昨年度出品していない製造場で出品を希望される場合は、web サイト

（https://apply.e-tumo.jp/nrib-u/offer/offerList_initDisplay）から下記の期

限までに新規出品者登録の申請を行ってください。 

( 注 ２ )  web サ イ ト か ら の 手 続 が 困 難 な 場 合 は 、 研 究 所 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.nrib.go.jp/）から所定の用紙（送信票）を御用意いただき、下記

の期限までに FAX（FAX 番号 082-420-0802）またはメール（メールアドレス

kanpyoukai_support@nrib.go.jp）への添付にてお申込みください。 

昨年度出品していない製造場の出品希望：令和８年３月３日（火）まで 

紙の出品酒調査表及び払込用紙の送付希望：令和８年３月 13 日（金）まで  

 

⑵ 出品酒送付先 

〒739-0046 

広島県東広島市鏡山三丁目７番１号 

独立行政法人酒類総合研究所 

℡ 082-420-0800(代表)  

 

⑶ 製造技術研究会の開催場所 

広島県東広島市西条町田口 67 番地１ 

東広島運動公園 体育館 
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３ 出品 

⑴  出品者の資格及び出品点数 

清酒の製造免許を受けている製造者は、１製造場につき１点出品することができ

ます。 

中央会の会員である酒造組合連合会及び酒造組合に加入する組合員（以下、中央

会の組合員といいます。）以外の清酒の製造免許を受けている製造者についても出品

することができます。 

また、以下の要件に合致する場合も出品できます。ただし、共同びん詰め製造場、

並びに５ 顕彰⑴「ホ 賞の取消しと出品資格の停止について」に該当し、当該出品

停止期間が経過していない製造場は除きます。 

 

イ 共同製造等について 
共同製造等による清酒は、その製造場固有の銘柄を有し、その製造場から出荷さ

れる清酒に限り、出品することができます。 
 

ロ 製造者が一の製造場に複数の製造施設（蔵、工場等）を有する場合について 

一の製造場に複数の製造施設がある場合は、次の条件を全て備えている製造施

設を製造場とみなし、製造施設ごとに出品することができます。 

( イ ) 専任の杜氏（又は製造責任者）が存在し、かつ酒造期間中その製造施設におい

て、その責務を果たしていること。 

( ロ ) その製造施設において、原料処理からもろみの上槽、製成までの一貫した清酒

製造が行われていること。 

 

⑵ 出品酒の規格 

令和７酒造年度中に自己の製造場において製成した「清酒の製法品質表示基準」（平

成元年国税庁告示第８号）に定める吟醸酒の原酒であって、酸度 0.8 以上のものとし

ます。 
出品酒は、１貯蔵容器に貯蔵されている吟醸酒としますが、移動帳簿等により、明

確に同一の仕込みから製成した吟醸酒と確認できる場合は、１貯蔵容器に貯蔵されて

いるものとみなします。 
( 注 ) 委託製造及び桶取引等により未納税移入した清酒は出品できません。 
 

⑶ 出品申込手続 

出品資格を有し、出品を申し込まれる製造者は、製造場ごとに、web サイト

（https://apply.e-tumo.jp/nrib-u/offer/offerList_initDisplay）から出品申込手

続（出品酒情報の入力を含む）を行ってください。方法は研究所ホームページ

（https://www.nrib.go.jp/）の「全国新酒鑑評会出品酒申込手引書」を御参照くだ

さい。web サイトからのお申込みが困難な場合は紙の出品酒調査表をお送りしますの

で、３月 13日（金）までに FAX またはメールにて御連絡ください。できるだけ web サ

イトからお申込みいただき、どうしても難しい場合に紙の調査表の送付を御依頼され

ますよう、お願いいたします。（⑷の出品料の払込みについても同様にお願いいたしま
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す。） 
(注) 研究所から送付した書類の記載内容を御確認ください。商標、製造場名、製造場

所在地、杜氏氏名等に誤りや漏れ等がありましたら、web サイトからの基本情報の

修正並びに出品酒貼付票（別紙１-１）及び出品酒送付票（別紙２）の赤書訂正をお

願いします。特に、商標及び製造場名のアルファベット記載欄２か所については英

文賞状の表記に使用しますので、希望の表記となっているか確認してください。な

お、商標を修正される場合、「純米大吟醸」や「大吟醸」といった特定名称を商標

に含めないよう、お願いいたします。 

  申込期限 

令和８年３月 25 日(水)  

 

⑷ 出品料及び出品料の払込み 

イ 出品料 

以下の( イ )及び( ロ )のとおりです。 

 ( イ ) 中央会の組合員は、１点につき 16,200 円（税込）です。 

 ( ロ )  ( イ )以外の製造者は、１点につき 24,300 円（税込）です。 

なお、出品料には製造技術研究会の入場料は含まれていません。 

 

ロ 出品料の払込み 

   ⑶の出品申込手続後、電子決済を行ってください。方法は研究所ホームページ

（https://www.nrib.go.jp/）の「全国新酒鑑評会出品酒申込手引書」を御参照く

ださい。使用できる決済方法は、クレジットカード（一部を除く）、コンビニ決済

（一部を除く）、もしくはコード決済（PayPay、auPay）です。この方法で支払いが

できない場合はゆうちょ銀行の払込用紙をお送りしますので、３月 13 日（金）ま

でに FAX またはメールにて御連絡ください。 

  出品料払込期限 

令和８年３月 25 日（水） 

 ( 注 ) 出品申込（出品酒調査表の提出）及び出品料の払込みのいずれかでも期

限までに手続されていない場合は、出品されないものとして取り扱いま

すので御注意ください。 

 

⑸ 審査用出品酒の送付 

イ 容器及び数量 

500ml 規格統一瓶(通称アール瓶)詰めとし、１点につき 10 本（審査・分析用

４本及び製造技術研究会用６本）とします。 

なお、所定の本数（10 本）を超えて送付がなされた場合、返却対応はいたし

ませんので御了承ください。 

 

ロ 表示 

全ての瓶に、全国新酒鑑評会出品酒貼付票（別紙１-１）及びラベル（酒類容

器等の表示義務・表示の基準を満たすもの）を「全国新酒鑑評会出品酒貼付票貼

付要領について」（別紙１-２)に従って貼付してください。 
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なお、ラベルは、出品酒貼付票に記載された商標名と同一のものを使用してく

ださい。 

おって、特定名称が表示されたラベルを使用する場合は、「清酒の製法品質表

示基準」（平成元年国税庁告示第８号）に従い、正しいものを貼付してくださ

い。（表紙裏参照） 

 

ハ 送付方法 

12 本入りカートン１箱に梱包し、外箱上部に「出品酒送付票」（別紙２）を貼付

の上、送付してください。 

なお、開梱作業の都合上、包装紙等による過度の包装は行わないでください。 

( 注 ) 「出品酒送付票」（別紙２）に印刷されたバーコードにより受付を行いますの

で、必ず貼付してください。 

 

ニ 搬入期間 

令和８年３月 26 日（木）から令和８年４月１日（水）正午まで（必着）  

なお、送付に当たっては、平日の午前中に到着するように発送してください。 

 

ホ 送付先 

２⑵のとおりです。（２ページ参照） 

 

ヘ 送料等 

搬入に係る送料等の諸経費は、全て出品者の負担とします。 
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４ 審査 

⑴ 審査方法 

審査に当たっては審査委員会を設置し、出品酒について次のとおり官能審査を実

施します。 

 

イ 予審 

全ての出品酒を対象に香気成分濃度によりグループ化し、グルコース濃度が低

いものから高いものに並べた上で、「新酒鑑評会審査カード（予審）」（別紙３第１

図）の〔香り〕・〔味〕・〔総合評価〕の各項目について、官能審査を行います。 

 

ロ 決審 

予審を通過した出品酒を対象に、予審と同様にグループ化し、グルコース濃度

が低いものから高いものに並べた上で、「総合評価」について官能審査を行います。

今年度は審査カードのかわりにタブレット端末を使用する予定です。 

なお、審査基準は以下のとおりとします。 

 

１：香味の調和や特徴が吟醸酒の品格及び飲用特性から特に良好である 

２：香味の調和や特徴が吟醸酒の品格及び飲用特性から良好である 

３：１及び２以外のもの 

入賞外：香味の調和や特徴が吟醸酒の品格及び飲用特性から入賞に該当しないもの 

 

官能審査の容器は予審、決審とも酒類総合研究所オリジナルプラスチックカップ

を使用します。 

 

⑵ 審査委員会委員 

委員は、研究所理事長及び理事、並びに次のいずれかに該当する者で、清酒の官

能審査能力に優れ、清酒製造技術に詳しい者として研究所理事長が委嘱した者とし

ます。 

イ 研究所職員 

ロ 国税庁鑑定企画官職員又は国税局鑑定官室職員 

ハ 醸造に関する学識経験のある者 

ニ 清酒の製造業、販売業又は酒造技術指導に従事している者 

なお、委嘱に当たっては、地域的な偏りとともに、清酒が、クールジャパン推進

の中で重要な位置付けがなされていることに配意します。 

 

⑶ 審査日程 

イ 予審 

令和８年４月 21 日（火）、22 日（水）、23 日（木）の３日間 

 

ロ 決審 

令和８年５月 12 日（火）、13 日（水）の２日間 



- 7 - 

 

５ 顕彰 

⑴ 審査結果 

イ 入賞酒及び金賞酒 

成績が優秀として予審を通過し、かつ決審で入賞外としなかった出品酒を「入

賞酒」と称します。 

なお、入賞酒のうち特に成績が優秀と認められた出品酒を「金賞酒」と称しま

す。 

 

ロ 公開 

入賞酒目録を研究所ホームページ（https://www.nrib.go.jp/）で公開します。 

( 注 ) 入賞酒目録には都道府県名、製造場名（法人番号を含む）及び商標名が表示

されます。 

 

ハ 分析及び審査結果等の送付 

出品酒の分析及び審査結果は、後日取りまとめの上、出品者に対して個別に送

付します。 

なお、所轄国税局鑑定官室にも分析及び審査結果の写しを送付しますので、あ

らかじめ御了承ください。 

おって、個別の分析及び審査結果は、調査研究目的以外には使用いたしません。 

 

  ニ 良好な出品酒へのコメントの送付 

決審において、審査委員２名以上が良好な出品酒としてコメントをしている場

合には、分析及び審査結果等の送付と併せて、コメント内容を送付します。 

 

ホ 賞の取消しと出品資格の停止について 

出品者が次の( イ )から( ニ )のいずれかに該当する場合は、研究所と中央会は協議の

上、その該当することとなった日の前酒造年度の鑑評会において授与していた賞

を取り消すこととします。 

なお、当酒造年度の鑑評会に出品している場合には賞を授与しないこととし、既

に賞を授与している場合にはその賞を取り消すこととします。更に、最長３年間の

出品を認めないこととします。 

( イ ) 国税に関する法律、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律、若しくは食品

衛生法等の法令に違反する行為を行うなど法令遵守意識を著しく欠くと認めら

れる場合 

( ロ ) 酒類製造者としての社会的責任を著しく欠く行為を行った事実が判明した場合 

( ハ ) 出品添付書類等に虚偽の記載をした場合 

( ニ ) 出品資格等を偽って出品した場合 

 

⑵ 賞状 

審査の結果、特に成績が優秀と認められた出品酒の出品者に対しては、その優れた

事績を顕彰するため、研究所理事長及び中央会会長の連名により、賞状（日本語及び
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英語）を授与します。 

なお、賞状は出品者に直接送付します。 

 

⑶ 受賞の記述 

  イ 受賞の記述ができる範囲 

    出品申込の際に入力した容器（出品酒調査表での提出の場合は出品酒調査表に

記載の容器）に貯蔵されている「入賞酒」及び「金賞酒」と同一の清酒について受

賞の記述ができます。 

   

  ロ 記述内容及び表示場所 

    容器又は包装の適宜の場所に表示する場合、開催年度を含む記述とし「令和７

酒造年度全国新酒鑑評会入賞（酒）又は金賞（受賞）（酒）」と表示することとしま

す。 
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６ 製造技術研究会 

清酒製造に関与している者が出品酒をきき酒し、醸造技術や品質設計について自ら

検討・研究することにより、清酒の製造技術や品質の向上に資することを目的として

開催します。 

   

⑴ 日時 

令和８年５月 27 日（水）及び 28 日（木）の２日間 

 

⑵ 会場 

広島県東広島市西条町田口 67 番地１    

東広島運動公園 体育館（℡ 082-425-2525）   

( 注 ) 会場周辺の地図は、東広島運動公園ホームページ（https://ppp.seika-

spc.co.jp/h-hiroshima/）内の『アクセス』を御確認ください。 

 

⑶ 対象酒 

全ての出品酒をきき酒用として御準備します。なお、各出品者より出品酒を、製造

技術研究会用として６本送付いただきますが、各日において３本ずつ、当日まで未

開封のものを御準備する予定です。 

 

⑷ 参加資格 

次のいずれかに該当する者が参加できます。 

イ 清酒製造関係者 

ロ 酒造技術指導機関関係者 

ハ 清酒に関する学識経験のある者 

ニ 報道関係者 

ホ その他、研究所理事長又は中央会会長が認めた者 

 

⑸ 入場料 

入場料は１名分 4,400 円（税込）であり、１点出品当たり２枚までの別途前売り

とし、定員に達しない場合は追加販売を行う方向で検討しております。詳細は、研究

所ホームページ（https://www.nrib.go.jp/）でお知らせする予定です。 

 

⑹ 対象酒に関する情報 

来場者の参考とするため、製造技術研究会出品酒目録には、都道府県、製造場名、

商標名、審査結果及び主たる原料米品種名の他、純米(大)吟醸酒に該当するものは

その旨を記載いたします。 

 

 ⑺ その他 

   参加資格に該当しない者に対する入場券の譲渡・転売は固くお断りいたします。 
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７ その他 
⑴ 出品酒については、全て課税移出となりますので所定の手続をお願いします。 

なお、審査、分析及び製造技術研究会に使用した出品酒は返却いたしません。 

⑵ 出品料の払込後、都合により出品を取りやめた場合は、払込済みの出品料から所

要手数料を差し引いた残額を返金します。 

また、出品酒を送付したものの、出品料の払込みがない場合は、送料着払いにて出

品酒を返却します。 

⑶ 製造技術研究会の会場へは公共交通機関を御利用いただき、車での御来場はお控

えください。 

きき酒後の車等の運転は絶対にしないでください。 

⑷ 出品酒につきましては、清酒の品質及び製造技術向上のための調査研究に使用す

ることがあります。 

⑸ 収集した個人情報につきましては、「個人情報の保護に関する法律」に基づいて管

理を行い、鑑評会運営のためにのみ使用します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【鑑評会に関するお問合せ先】 

独立行政法人酒類総合研究所 業務統括部門 

担当：山口 TEL: 082-420-0800 

（案内に従い「02」を押してください。） 

   FAX: 082-420-0802 

  メール:  kanpyoukai_support＠nrib.go.jp 
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全国新酒鑑評会出品酒貼付票貼付要領について 

 

１ 出品酒貼付票貼付要領 

⑴ 出品酒貼付票にあらかじめ記載してある項目に変更や間違い等があれば、赤書訂正

してください。 

⑵ 10 枚綴りの出品酒貼付票は切り取り線で切り離し、図２のように貼付してくださ

い。 

⑶ ラベル１枚で酒類容器等への表示義務・表示の基準を満たさない場合は、全てのラ

ベルを貼付してください。 

 

図１ 全国新酒鑑評会出品酒貼付票       図２ 出品酒貼付票貼付場所 

 

 

全国新酒鑑評会出品酒貼付票 

 

バーコード印字 

 

コード番号 2026083440 

国税局   広島 

都道府県    広島県 

商標        ○○ 

製造場名    ○○酒造株式会社 

第一蔵 

受付番号    083440 

予審番号                      

決審番号                      

（注）上記の項目について、変更や間

違い等があれば、赤書訂正してく

ださい。 

 

２ 出品酒の梱包要領 

⑴ 出品酒は、12 本入りカートンに入れてください。 

⑵ びんは、包装紙や新聞等で包装しないでください。 

⑶ びん口にラップやアルミホイル等をかけないでください。 

 

 

この出品酒貼付票は下図のとおり貼付

してください。 

       

出品酒貼付票       ラベル 

 

別紙１－２ 
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第１図 第２図 

別紙３ 

決審は、審査カードの内容を電子化してタブ

レット端末を用いて行う予定です。 

端末画面のデザインは、この通りでない可能

性があります。 




